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地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分した杉並区特別区税条

例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、平成

２７年３月３１日、杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する

条例を次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に基づき報告し、その承認

を求める。

杉並区条例第２４号

杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例

杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例（平成２６年杉並区条例第１３号）

を次のように改正する。

附則第１条第２号中「第４０条の改正規定並びに附則第３条」を「第４０条第１

項各号列記以外の部分の改正規定、同項第２号アの改正規定（「２，４００円」を

「３，６００円」に改める部分を除く。）及び同条第２項の改正規定並びに附則第

３条第１項」に改め、同条第３号中「附則第５条」を「第４０条第１項第１号の改

正規定、同項第２号アの改正規定（「２，４００円」を「３，６００円」に改める

部分に限る。）、同号イ及び同項第３号の改正規定並びに同条例附則第５条」に、

「附則第４条」を「附則第３条第２項、第４条」に改める。

附則第３条中「第４０条」を「第４０条第１項各号列記以外の部分及び第２号ア

（二輪のもの（側車付のものを含む。）及び専ら雪上を走行するものに係る部分を

除く。）並びに第２項」に改め、同条に次の１項を加える。



２ 新条例第４０条第１項第１号、第２号ア（二輪のもの（側車付のものを含

む。）及び専ら雪上を走行するものに係る部分に限る。）及びイ並びに第３号の

規定は、平成２８年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成２７年度

分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例

新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

附 則 附 則

第１条 この条例は、公布の日から施行 第１条 この条例は、公布の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定 する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行す は、当該各号に定める日から施行す

る。 る。

(１) 略 (１) 略

(２) 第１条中杉並区特別区税条例第 (２) 第１条中杉並区特別区税条例第

４０条第１項各号列記以外の部分の ４０条の改正規定並びに附則第３条

改正規定、同項第２号アの改正規定

（「２，４００円」を「３，６００

円」に改める部分を除く。）及び同

条第２項の改正規定並びに附則第３

条第１項及び第５条（第１条の規定 及び第５条（第１条の規定

による改正後の杉並区特別区税条例 による改正後の杉並区特別区税条例

（以下「新条例」という。）附則第 （以下「新条例」という。）附則第

６条に係る部分を除く。）の規定 ６条に係る部分を除く。）の規定

平成２７年４月１日 平成２７年４月１日

(３) 第１条中杉並区特別区税条例第 (３) 第１条中杉並区特別区税条例附

４０条第１項第１号の改正規定、同 則第５条

項第２号アの改正規定（「２，４０

０円」を「３，６００円」に改める

部分に限る。）、同号イ及び同項第

３号の改正規定並びに同条例附則第

５条及び第６条の改正規定並びに附 及び第６条の改正規定並びに附
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則第３条第２項、第４条及び第５条 則第４条 及び第５条

（新条例附則第６条に係る部分に限 （新条例附則第６条に係る部分に限

る。）の規定 平成２８年４月１日 る。）の規定 平成２８年４月１日

(４) 略 (４) 略

第３条 新条例第４０条第１項各号列記 第３条 新条例第４０条

以外の部分及び第２号ア（二輪のもの

（側車付のものを含む。）及び専ら雪

上を走行するものに係る部分を除

く。）並びに第２項の規定は、平成２ の規定は、平成２

７年度以後の年度分の軽自動車税につ ７年度以後の年度分の軽自動車税につ

いて適用し、平成２６年度分までの軽 いて適用し、平成２６年度分までの軽

自動車税については、なお従前の例に 自動車税については、なお従前の例に

よる。 よる。

２ 新条例第４０条第１項第１号、第２

号ア（二輪のもの（側車付のものを含

む。）及び専ら雪上を走行するものに

係る部分に限る。）及びイ並びに第３

号の規定は、平成２８年度以後の年度

分の軽自動車税について適用し、平成

２７年度分までの軽自動車税について

は、なお従前の例による。



資 料 ２ 

 

 

杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例の改正点 

 

税

目 
改 正 内 容 適用関係 

軽

自

動

車

税 
 

 

二輪車等に係る軽自動車税の税率の引上げ時期を平成 27 年４月１

日から１年間延期し、平成 28年４月１日とする。 

 

（１）原動機付自転車 

車種区分 
平成 27年度の税率 平成 28年

度の税率 改正前 改正後 

50cc以下 2,000円 1,000円 2,000円 

50cc超 90cc以下 2,000円 1,200円 2,000円 

90cc超 2,400円 1,600円 2,400円 

三輪以上のもの 3,700円 2,500円 3,700円 

 

（２）軽自動車及び小型特殊自動車 

車種区分 
平成 27年度の税率 平成 28年

度の税率 改正前 改正後 

二輪のもの 3,600円 2,400円 3,600円 

専ら雪上を走行するもの 3,600円 2,400円 3,600円 

小
型
特
殊 

農耕作業用のもの 2,400円 1,600円 2,400円 

その他のもの 5,900円 4,700円 5,900円 

 

（３）二輪の小型自動車 

車種区分 
平成 27年度の税率 平成 28年

度の税率 改正前 改正後 

二輪の小型自動車 6,000円 4,000円 6,000円 

 

（平成２６年改正条例附則第１条及び第３条） 

 

引上げ後の

税率は、平成

28 年度分か

ら適用 

 


